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報告第１号  

令和７年度 川上地区連合町内会事業報告 
                                                                          
１．役員会・広報部会：役員会：毎月１回開催、広報部会：４，６，８，１０，１，３の各月に開催 
２．月別主要事業：                                           

 
月 

 
事 業 の 内 容 

 
備   考 

 
  ４ 

＊連合町内会・社会福祉協議会総会(秋葉町、4/１９) 
＊春の交通安全運動 
＊役員会・広報部会（秋葉町、４/２６） 

＊事業計画､予算等の審議 
＊交通安全協会等 
＊新旧役員紹介、活動計画発表 

 
   ５ 

 
＊役員会（秋葉町、５/２４） 

 
＊秋季レク大会活動計画報告 

 
   ６ 

 
＊わかば祭り（グランドメゾン） 
＊役員会・広報部会（前田町、6/２１） 

 
＊社会を明るくする運動開催計画 

 
   ７ 
 
 
 

 
＊社会を明るくする運動「川上地区の集い」(7/2０) 
＊秋葉町内会夏フェス（７/２６） 
＊夏の交通事故防止運動 
＊役員会（前田ハイツ、７/１９） 

 
＊秋葉町内会館 
   
＊交通安全協会等 
 

 
   ８ 
 

＊青少年レク大会 
＊納涼祭（グリーンコーポ東戸塚 ８/２３） 
＊役員会・広報部会(秋葉町、8/２３） 

 
 
＊秋季レク大会進捗報告 

 
   ９ 
 
 

＊秋の交通安全運動 
＊敬老月間 
＊地区懇談会（秋葉町、9/13） 
＊役員会（秋葉町、９/2７） 

＊交通安全協会等 
 
 

 
  １０ 
 
 
 
 
 

 
＊秋季レク大会（川上小、１０/１３） 
＊共同募金（赤い羽根）、年末助け合い募金 
＊地区センターまつり（１０/２５） 
＊前田ハイツ秋まつり（１０/２６） 
＊地域防災拠点の防災訓練(秋葉小、川上小10/19) 
＊役員会・広報部会（前田町、10/2５） 

 
 
＊募金の取りまとめ 
＊東戸塚地区センター 
 
 
＊レク大会振り返り 

 
  １１ 
 
 

＊戸塚区ふれあい区民まつり（１１/３） 
＊秋の火災予防運動 
＊男の料理教室（秋葉町、１１/１５） 
＊地域防災拠点の防災訓練 
＊もみじ祭り（グランドメゾン、１１/１６） 
＊前田町まつり（川上小、11/16） 
＊下川町児童来浜（11/22〜24) 
＊役員会（前田町、１１/２２） 
 

 
 
 
 

 
  １２ 
 

＊年末の交通事故防止運動 
＊年末年始消防特別警戒 
＊川上連合役員研修会（大成建設T.C、12/15） 

＊交通安全協会等 
＊消防団、家防員で実施 
 

 
   １ 
 
 
 

＊戸塚区賀詞交換会（1/6） 
＊消防出初め式（1/10） 
＊下川町交流ツアー（1/10〜12） 
＊役員会・広報部会（秋葉町、1/2４） 

 
連合の関係者が出席 
        〃 
    〃 
 

 
   ２ 

＊川上チャレンジ２０２５年度（川上小、2/8） 
＊２０２５ウォーキング大会（2/14） 
＊役員会（前田町、２/２１） 

 
 

 
   ３ 

＊福祉活動発表会（秋葉町、3/14） 
＊大人のための自転車安全教室（秋葉小、3/22） 
＊役員会・広報部会（秋葉町、3/2１） 

 
 
＊総会資料（事業計画、予算、決算） 

                       



2025
収入の部

予算額 決算額 備　　　　　考

1 会　費 1,178,550 1,178,550 270×4365世帯

2 交付金 925,650 909,670

3 雑収入 80,000 123,827 赤十字謝金(令和6年度分込み）

4 繰越金 1,594,447 1,594,447

3,778,647 3,806,494      2025/3/1～2026/3/31

支出の部

予算額 決算額 備　　　　　考

1 会議費 100,000 60,665 役員慰労会

2 事務費 500,000 489,645

(1)消耗品費 10,000 990

(2)通信連絡費 10,000 4,720 振込手数料

(3)人件費 430,000 430,000 役員手当

(4)事務連絡費 0 0

(5)会館使用料 50,000 53,935 秋葉町、前田町(令和6年度分込み）

3 事業費 1,671,600 1,380,165

(1)地区事業費 1,235,000 987,899

①青少年育成費 300,000 221,876 下川交流（参加費・下川負担控除後）

②体育レク会費 785,000 730,071 レク大会、川上チャレンジ

③研修会費 50,000 0

④慶弔費 10,000 0

⑤交際費 40,000 32,352 区連会懇親会

⑥災害対策費 20,000 0

⑦その他 30,000 3,600

(2)地区団体助成費 436,600 392,266

①交通安全協会 94,600 95,410

②防犯協会 34,000 32,032

③スポーツ推進委員 120,000 119,696

④青少年指導員 85,000 84,577

⑤保健活動推進員 30,000 10,629

⑥婦人部連絡会 0 0

⑦子供会育成費 0 0

⑧消費生活推進員 40,000 39,922

⑨家庭防災員 13,000 0 使用なし

⑩環境事業推進委員 0 0

⑪わくわくサポート隊 20,000 10,000

⑫川上地域ｴｺ活委員会 0 0

4 区会費 370,000 344,205

(1)区連関係費 50,000 43,020 区連会会費、グランドゴルフ年会費

(2)区防犯協会 130,000 124,410 協会会費

(3)区体育協会 120,000 111,300 協会会費

(4)区交通安全協会 70,000 65,475 協会会費

(5)区女性部会費 0 0

5 予備費 1,137,047 301,138 戸塚区返戻金

3,778,647 2,575,818

1,230,676 円は、令和8年度に繰り越します。

監査報告

令和7年度の川上地区連合町内会の経理は、監査の結果、公正かつ正確であることを認めます。

　　 会計監査

令和7年度決算額の差引残高

令和7年度 連合決算報告

項　　　　目

合　　　　計

項　　　　目

合　　　　　　　計

令和7年3月1日～令和8年3月31日

報告第2号
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報告第 2号

監 査 報 告 書

令和7年度の川上地区連合町内会の収支決算及び業務について監査した結果、適正
|こ執行されていることを認めます。

令和 8年 4月 4日

監査権ワそ孝伝(星)監査ボイ1啄くが五C
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会計監査
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会計監査

user
テキストボックス

user
テキストボックス

user
テキストボックス

user
テキストボックス

user
テキストボックス



報告第３号

月
　　　 定期的活動

 活動内容
若葉会 ひまわり ぶらんこ リハサロン 活動委員会

4/21(月） 4/７(月）

前田 前田

5/9(金） 5/16(金) 5/26(月） 5/12(月） 5/17(土)

秋葉 秋葉 秋葉 前田 前田

6/6(金） 6/20(金) 6/16(月） 6/2(月）

前田 前田 前田 前田

7/18(金) 7/14(月） 7/7(月） 7/19(土)

秋葉 秋葉 前田 秋葉

（65名参加）

8

ボランティア全体会 9/20(土)

（9/20(土)秋葉） 9/8（月） 9/１(月） 秋葉

（30名参加） 秋葉 前田 ボランティア

全体会終了後

赤い羽根募金活動 10/3(金） 10/17(金) 10/20(月） 10/６(月）

 研修会
（10/2(木)）

秋葉 秋葉 前田 前田

11/15(土)

秋葉

11/21(金) 11/17(月） 男の料理教室

前田 秋葉 終了後

12/5(金) 12/19(金) 12/15(月） 12/1(月）

前田 秋葉 前田 前田

むかしあそび 1/16(金) 1/26(月） 1/12(月） 1/17(土)

1/30(金)（秋葉小） 前田 秋葉 前田 前田

むかしあそび 2/20(金) 2/16(月） 2/2(月）

2/16(月)（川上小） 秋葉 前田 前田

福祉活動発表会 3/14(土)

(3/14(土)秋葉) 3/6(金) 3/16(月) 3/2(月) 秋葉

秋葉 秋葉 前田 福祉活動発表会

総会準備 終了後

3

12

1  

2

中外ライフサイエンス
パーク横浜

11

9

かわかみ社協
ニュース(11/1付)

 男の料理教室
(11/15(土)秋葉)

(17名参加・
サポート6名）

10

7

5
かわかみ社協

ニュース(6/1付)

6

社会を明るくする運動
川上地区の集い

（7/20（日）秋葉）

       2025（令和7年）年度 川上地区社会福祉協議会 事業報告

　

4
連合・社協総会
(4/19(土))

4
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審議第１号  

令和８年度 川上地区連合町内会事業計画（案） 
                                                                          

１．役員会・広報部会：役員会：毎月１回開催、広報部会：６，８，１０，１，３の各月に開催 
２．各単会・各種団体が開催日については、月日を含めて変更があります。 
 
３．月別主要事業                                           
 

月 
 

事 業 の 内 容 
 

備   考 

 
  ４ 

＊役員会（秋葉町、４/１８） ＊総会議案書の作成・発送 
 

 
   ５ 

＊連合町内会・社会福祉協議会総会(秋葉町、５/２３) 
＊役員会（秋葉町、５/２３） 

＊事業計画､予算等の審議 
＊新旧役員紹介、活動計画発表 

 
   ６ 

＊わかば祭り（グランドメゾン、６/１４） 
＊役員会・広報部会（秋葉町、6/２７） 

 
 

 
   ７ 
 
 

＊社会を明るくする運動「川上地区の集い」(7/19) 
＊秋葉町内会夏フェス（秋葉小 ７/２５） 
＊夏の交通事故防止運動 
＊役員会（秋葉町、７/１８） 

 
 
＊交通安全協会等 

 
   ８ 
 

＊青少年レク大会 
＊役員会・広報部会(前田町、8/２２） 

 
 
 

 
   ９ 
 
 

＊秋の交通安全運動 
＊敬老月間 
＊地区懇談会 
＊ボランティア全大会（秋葉町 9/19） 
＊役員会（前田町、９/２６） 

＊交通安全協会等 
 
 

 
  １０ 
 
 
 
 

＊秋季レク大会（川上小、10/12） 
＊共同募金（赤い羽根）、年末助け合い募金 
＊地区センターまつり 
＊前田ハイツ秋まつり（    ） 
＊地域防災拠点の防災訓練 
＊役員会・広報部会（秋葉町、10/２４） 

 
＊募金の取りまとめ 
＊東戸塚地区センター 
 
 

 
  １１ 
 
 

＊戸塚区ふれあい区民まつり（１１/３） 
＊秋の火災予防運動 
＊男の料理教室（秋葉町 11/21） 
＊地域防災拠点の防災訓練 
＊もみじ祭り（グランドメゾン、   ） 
＊前田町まつり（川上小、11/７） 
＊グリーンコーポまつり（仮称  ） 
＊下川町児童交流-横浜（11/21～11/23） 
＊役員会（秋葉町、１１/２８） 

 
 
 
 

 
  １２ 
 

＊年末の交通事故防止運動 
＊年末年始消防特別警戒 
＊川上連合役員研修会（実施日未定） 

＊交通安全協会等 
＊消防団、家防員で実施 
 

 
   １ 
 
 
 

＊戸塚区賀詞交換会（1/6） 
＊消防出初め式（1/10） 
＊戸塚警察武道初め 
＊下川町交流ツアー（下川町 1/9～1/11） 
＊役員会・広報部会（前田町、1/２３） 

＊連合の関係者が出席 
        〃 
    〃 
 

 
   ２ 

＊川上チャレンジ２０２６年度（    ） 
＊２０２６ウォーキング大会（実施日未定） 
＊役員会（前田町、２/２０） 

 
 

 
   ３ 

＊福祉活動発表会（秋葉町 3/13） 
＊役員会・広報部会（秋葉町、3/２０） 
 

 
＊総会議案書 審議 
（事業計画、予算、決算） 
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2026

前年度予算 今年度予算 比較増減 備　　　　考

1 会　費 1,178,550 1,156,140 -22,410 270×4,282世帯*  

2 交付金 925,650 909,670 -15,980 2026/4/1～2027/3/31

3 雑収入 80,000 60,000 -20,000 前年度実績額を計上

4 繰越金 1,594,447 1,230,676 -363,771 * 前田1,420、秋葉1,700(▲60)、

3,778,647 3,356,486 -422,161 グリ134(▲8),前ハ285(▲15),グラ743

前年度予算 今年度予算 比較増減 備　　　考

1 会議費 100,000 100,000 0 前年度予算と同等(会議昼食代、役員懇親会)

2 事務費 500,000 515,000 15,000

(1)消耗品費 10,000 10,000 0 前年度予算と同等(事務用品、衛生用品等)

(2)通信連絡費 10,000 10,000 0 前年度予算と同等(振込手数料等)

(3)人件費 430,000 430,000 0

(4)事務連絡費 0 0 0

(5)会館使用料 50,000 65,000 15,000 秋葉町会館(5万)、前田町会館(1.5万)

3 事業費 1,671,600 1,549,100 -122,500

(1)地区事業費 1,235,000 1,130,000 -105,000

①青少年育成費 300,000 300,000 0 前年度予算と同等(下川交流)

②体育レク会費 785,000 680,000 -105,000 秋季レク費用。スポユニは、費目移動

③研修会費 50,000 50,000 0 前年度予算と同等

④慶弔費 10,000 10,000 0 前年度予算と同等

⑤交際費 40,000 40,000 0 前年度予算と同等

⑥災害対策費 20,000 20,000 0 前年度予算と同等

⑦その他 30,000 30,000 0 広報誌作成代3万

(2)地区団体助成費 436,600 419,100 -17,500

①交通安全協会 94,600 92,600 -2,000

②防犯協会 34,000 34,000 0

③スポーツ推進委員 120,000 120,000 0 活動費10.5万、スポ推ユニ1.5万(2名)

④青少年指導員 85,000 122,500 37,500 活動費8.5万、青指ユニ3.75万(5名)

⑤保健活動推進員 30,000 30,000 0

⑥婦人部連絡会 0 0 0

⑦子供会育成費 0 0 0

⑧消費生活推進員 40,000 0 -40,000 広報部から消費生活員を廃止の為

⑨家庭防災員 13,000 0 -13,000 助成費を要する活動は実施していない

⑩環境事業推進委員 0 0 0

⑪わくわくサポート隊 20,000 20,000 0

⑫川上地域ｴｺ活委員会 0 0 0

4 区会費 370,000 370,000 0

(1)区連関係費 50,000 50,000 0 前年度予算と同等

(2)区防犯協会 130,000 130,000 0 前年度予算と同等

(3)区体育協会 120,000 120,000 0 前年度予算と同等

(4)区交通安全協会 70,000 70,000 0 前年度予算と同等

(5)区女性部会費 0 0 0

5 予備費 1,137,047 822,386 -314,661

3,778,647 3,356,486 -422,161

項　　　目

合　　　　　　　計

令和8年度　連合予算書（案）

支出の部

収入の部

合　　　　計

項　　　目

令和8年4月1日～令和9年3月31日

審議第2号
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審議第３号

月
　　　 定期的活動

 活動内容
若葉会 ひまわり ぶらんこ 活動委員会

4/27(月）

前田

5/8(金） 5/15(金) 5/25(月） 5/9(土)

前田 前田 秋葉 前田

6/5(金） 6/19(金) 6/22(月）

秋葉 秋葉 前田

社会を明るくする
運動

7/17(金) 7/13(月） 7/11(土)

川上地区の集い
（7/19(日)秋葉）

前田 秋葉 秋葉

8

ボランティア全体会 9/19(土)

（9/19(土)秋葉） 9/14(月) 秋葉

秋葉 ボランティア

全体会終了後

赤い羽根募金活動 10/2(金） 10/16(金) 10/19(月）

研修会（予定） 前田 前田 前田

11/21(土)

11/20(金) 11/16(月） 秋葉

秋葉 秋葉 男の料理教室

終了後

12/4(金) 12/18(金) 12/14(月）

秋葉 秋葉 前田

1/15(金) 1/25(月） 1/16(土)

前田 秋葉 前田

2/19(金) 2/22(月）

秋葉 前田

3/13(土)

3/5(金） 3/15(月） 秋葉

総会準備 前田 秋葉 福祉活動発表会

終了後

3

12
むかしあそび
（川上小）

1
むかしあそび
（秋葉小）

 

福祉活動発表会
(3/13(土)秋葉)

2

11

9

かわかみ社協
ニュース(11/1付)

男の料理教室
(11/21(土)秋葉)

10

7

5
連合・社協総会
(5/23(土)秋葉)

6
かわかみ社協

ニュース(6/1付)

       2026（令和8）年度 川上地区社会福祉協議会 事業計画(案）

　

4
社協会計監査

(4/11(土)秋葉)
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審議第5号

 令和８年度川上地区連合町内会役員を以下のとおり選任します。

役 職 氏名 新・留任 所 属 職務分担

会 ⾧ 伊東 献仁 留任 前田町町内会 前会⾧ 会を代表し会務を統轄

森 幹夫 留任 秋葉町内会 会⾧ 会⾧を補佐

黒岩 庸男 留任 前田町町内会 会⾧ 同上

副会⾧ 今泉 三郎 新任 前田ハイツ自治会 会⾧ 同上

増原 敦子 新任 グリーンコーポ東戸塚自治会 会⾧ 同上

守屋 卓 新任 グランドメゾン東戸塚自治会 会⾧ 同上

総務 岡本 芳一 留任 前田町町内会 副会⾧ 会議の運営、事務、書記

渡辺 和夫 留任 秋葉町町内会 副会⾧

会計 小沼 真 新任 グランドメゾン東戸塚自治会 副会⾧ 収支決算報告及び予算管理

榊原  優 留任 グランドメゾン東戸塚自治会 前副会⾧

会計監査 水嵜 康之 新任 グランドメゾン東戸塚自治会 前会⾧ 会計監査及び監査報告

井上 明美 新任 グリーンコーポ東戸塚自治会 前会⾧

10

令和８年度川上地区連合町内会役員改選



役　職 新・留任

会　長 留　任

副会長 留　任

事務局長 留　任

会　計 留　任

留　任

理　事 留　任

留　任

新　任

新　任

新　任

会計監査 異　動

異　動

11

職務分担

後藤　和記 秋葉町内会 会を代表して会務を統括する

2026（令和8年）川上地区社会福祉協議会役員名簿（案）

会計を担当する

小池　孝彦 前田ハイツ自治会
会長を補佐し、会長に事故ある
時はその職務を代行する

備　　考

松本　信子 前田ハイツ自治会 会務を処理する

秋葉町内会　　富奥　幸

秋葉町内会冨田　一枝

氏　名 所　属

町内会会長

町内会会長

今泉　三郎 前田ハイツ自治会 自治会会長

グランドメゾン
東戸塚自治会

森　　幹夫 秋葉町内会

 黒岩　庸男　 前田町内会

審議第6号

井上　明美
グリーンコーポ
東戸塚自治会

前自治会会長

水嵜　康之
グランドメゾン
東戸塚自治会

前自治会会長

自治会会長

会計を監査する

増原　敦子
グリーンコーポ
東戸塚自治会

会の運営に当たる

自治会会長守屋　卓



 

審議第 7 号 

                    令和７年４月１９日全面改訂 

令和８年５月２３日一部改定 

 

川上地区連合町内会規約 

 

川上地区連合町内会は、加入する町内会、自治会の意見、立場を尊重し合い、力を

合わせ民主的な連合町内会の運営を行うために本規約を定める。 

 

第１章 総則 

（名称と所在地） 

第 １ 条  本 会 は 川 上 地 区 連 合 町 内 会 （ 以 下 本 会 と い う 。） と 称 し 、 事 務 所 を 本 会    

会長宅に置く。 

（区域及び構成） 

第２条 本会は秋葉町、前田町を区域とし、本会に加入する町内会、自治会をもって    

構成する。 

（目 的） 

第３条 本会は加入する町内会、自治会相互の情報交換や交流を図るとともに、会員相

互（第２章で定義）の親睦や地域発展及び地域課題解決等に取り組み、住み良

い町づくりを目指すことを目的とする。 

  ２ その目的を達成するため、地区社会福祉協議会（以下地区社協という。）と連

携し相互に協力していく。 

  ３ また、本会の区域内で活動する地区団体とも連携し相互に協力していく。 

（事 業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 

    なお、本会の事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。 

    （１）会員である町内会、自治会間の連絡調整や合意形成をはかるための会議

や研修会を行う。 

    （２）安心・安全で住み良い町づくりを目指し、地域内の防犯、防災や福祉、

美化活動等を共催する。 

    （３）地域の住民相互の交流と親睦を図るため、スポーツ、レクリエーション、

教育、文化、芸術等の活動を共催する。 

    （４）本会、戸塚区、北海道下川町の３者による友好交流協定（平成２３年８

月締結）に基づく北海道下川町との友好交流活動を行う。 

    （５）区域内に於ける自主的広報活動を行うとともに、行政機関等からの広報

伝達に協力する。 

    （６）行政機関、その他関係機関等に対する会員からの陳情、要望、苦情等に

ついて当該町内会組織、当該自治会組織と連携して対応する。 

    （７）その他本会の目的達成に必要と判断された事について対応する。 

 

第２章 会員 

第５条 本会会員の資格、権利、義務は次の通りとする。 

(会員の資格) 

  ２ 本会に加入している町内会の会員、自治会の会員を本会会員とする。 

(会員の権利) 

  ３ 本会に加入している町内会の会員、自治会の会員は、すべて平等に本会主催の

各種活動へ参加する権利を有する。 



 

(会員の義務) 

  ４ 本会に加入している町内会の会員、自治会の会員は、本会の活動に協力すると

ともに所定の会費を納入する義務がある。 

 

第３章 役員 

(役 員) 

第６条 本会は次の役員を置く。 

    (１)会  長   １名 

    (２)副 会 長   ４～５名 

    (３)総  務   ２～３名 

    (４)会  計   ２名 

    (５)会計監査   ２名 

    但し、会長、副会長は区域内の町内会、自治会の長または役員経験者を持って

これに当たる。 

(役員の選任) 

第７条 役員は会員である町内会、自治会の役員・役員経験者等から選任する。 

    選任された候補者については総会で決定する。 

    なお、選出方法は以下の通りとする。 

    (１)会長は民主的かつ円滑に選出を行うため、選考委員会を設ける。 

      なお、選考委員会は別途細則に定める。 

    (２)副会長は会員である町内会、自治会の会長をもって当てる。 

    (３)総務、会計は会長及び副会長が協議して候補者を定める。 

    (４)会計監査は、前田ハイツ自治会、グリーンコーポ東戸塚自治会、グラン

ドメゾン東戸塚自治会の退任した前会長(前本会役員)を当てる。 

(役員の任務) 

第８条 役員の任務は以下とする。 

    (１)会長は本会を代表し会務を統括する。 

    (２)副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時、または欠けた時は、会長

が事前に指名した順序によってその業務を代行する。 

    (３)総務は本会の維持運営に関する事務業務全般(書記業務も兼務)を担う。 

    (４)会計は本会の会計事務を担当し、必要に応じて会計報告を行う。 

    (５)会計監査は会計事務を監査し、総会で報告する。 

      また会計事務について不正の事実を発見した時は役員会に報告し、必要が

ある時は臨時総会の開催を請求する。 

(役員の任期) 

第９条 役員の任期は２年とし再選を妨げない。但し、補欠により選任された役員の任

期は前任者の残任期間とする。 

    なお、会長の任期は最長３期６年とする。 

(顧問・相談役) 

第 10 条 本会の維持継続のため特に必要がある場合には、顧問、相談役を置くことが

出来る。 

 

第４章 会議 

(会 議) 

第 11 条 会議は総会、役員会及び広報部会とする。 

  ２ 上記の会議は本会と地区社協の合同で行う。 

(総 会) 

第 12 条 総会は本会における最高意思決定機関とする。 

(総会の構成員) 



 

第 13 条 総会の構成員は本会役員、地区社協役員、各地区団体（第 28 条で定義）の代

表者とする。 

  ２ 定期総会においては、新・旧構成員の出席とする。 

 

(総会の種別) 

第 14 条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

  ２ 定期総会は毎年１回会計年度終了後２か月以内に開催する。 

  ３ 臨時総会は、会長が必要と判断した場合、または役員の２分の１以上から会議

の目的たる事項を示して請求があった時及び第８条５号の規定により会計監査

から請求があった時に開催する。 

(総会の招集) 

第 15 条 総会は、会長が招集する。 

  ２ 総会を招集する時は、構成員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示し

て、会議の１５日前までに通知しなければならない。 

(総会の議長及び書記) 

第 16 条 総会の議長は、総会の冒頭で選出し、議長が書記を指名する。 

(総会の成立要件) 

第 17 条 総会は構成員の３分の２以上の出席(委任伏を含む)で成立する。 

(総会の議決) 

第 18 条 総会の議事は、出席構成員(委任状を含む)の３分の２以上をもって決するこ

ととする。 

(総会の書面評決) 

第 19 条 やむを得ない理由のために総会に出席出来ない構成員は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決

を委任することができる。 

  ２ 前項の場合における第 17 条及び第 18 条の規定の適用については、その構成

員は出席したものとみなす。 

(総会の審議事項) 

第 20 条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

    (１)事業報告及び決算に関する事項 

    (２)事業計画及び予算に関する事項 

    (３)役員の選任及び解任に関する事項 

    (４)規約の改廃に関する事項 

    (５)本会の重要事項に関する事項 

    (６)その他 

(総会の議事録) 

第 21 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな 

い。 

    (１)日時及び場所 

    (２)構成員の現在数及び出席者数(委任状を提出した構成員を含む) 

    (３)開催目的、審議事項及び議決事項 

    (４)議事の経過の概要及びその結果 

  ２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署

名押印をしなければならない。 

  ３ 議事録の保管方法は紙とデジタルデータとして、総務が管理する。 

保管期間は紙を６年、デジタルデータ(ＰＤＦ)を 10 年以上とする。 

(役員会) 

第 22 条 役員会は、本会役員及び地区社協役員をもって構成する。 

    本会役員とは、会長・副会長・総務・会計・会計監査とする。 



 

    地区社協役員とは、会長・副会長・事務局長・会計・会計監査とする。 

  ２ 会計監査は、中立性を保ち会計事務を監査するため、役員会において質問や意

見を述べることは出来るが、議決権は持たない。 

(役員会の招集) 

第 23 条 役員会は、会長が原則毎月１回招集する。 

    但し、役員の２分の１以上の要求または会長が必要と判断した場合は、臨時役

員会を開くことが出来る。 

（役員会の審議事項） 

第 24 条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。 

   （１）総会に付議すべき議案事項 

   （２）総会において議決された事項の執行に関する事項 

   （３）本会の業務に関する重要な事項 

   （４）役員の事務分担に関する事項 

   （５）その他会長が必要と認めた事項 

（役員会の成立要件） 

第 25 条 役員会は、役員（会計監査は除く）の３分の２以上の出席で成立する。 

（役員会の議決） 

第 26 条 役員会の議事は出席した役員（会計監査は除く）の３分の２以上をもって決

することとする。 

（役員会の議事録） 

第 27 条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 

   （１）日時及び場所 

   （２）構成員の現在数及び出席者数（委任状を含む） 

   （３）開催目的、審議事項及び議決事項 

   （４）議事の経過の概要及びその結果 

   ２ 議事録には、本会会長、副会長及び地区社協会長の署名をしなければならな

い。 

   ３ 議事録の保管方法は紙とデジタルデータとして、総務が管理する。 

保管期間は紙を６年、デジタルデータ（ＰＤＦ）を１０年以上とする。 

（広報部会） 

第 28 条 本会は、各町内会・自治会との連絡・調整などをはかるため、広報部会と称

する連絡会を原則２か月に１回会長が招集し開催する。 

広報部会は本会役員、地区社協代表者及び各地区団体代表者が出席すること

とする。ただし、その他の団体員の出席を妨げないものとする。 

     なお、広報部会は連絡・報告並びに意見聴取や情報交換の場で議決は行わな

い。 

   ２ 広報部会の議長は本会会長があたる。 

（広報部会の構成） 

第 29 条 広報部会は、以下の地区団体員により構成する。 

     なお、（１）～（12）の部会名は広報部会での呼称とする。 

    （１）川上地区民生委員部会 （川上地区民生委員で構成する） 

    （２）川上地区主任児童委員部会（川上地区主任児童委員で構成する） 

    （３）川上地区交通安全部会（川上地区交通安全協会員で構成する） 

    （４）川上地区青少年指導員部会（川上地区青少年指導員で構成する） 

    （５）川上地区スポーツ推進委員部会（川上地区スポーツ推進委員で構成する） 

    （６）川上地区子供会（各町内会、自治会の子供会で構成する） 

    （７）川上地区保健活動推進員部会（川上地区保健活動推進委員で構成する） 

    （８）川上地区環境事業推進貢員部会（川上地区環境事業推進委員で構成し、



 

川上地区エコ活動委員会を含む） 

    （９）川上地区防災部会（各町内会、自治会の防災担当と家庭防災員で構成す

る） 

（10）川上地区防犯部会（各町内会、自治会の防犯指導員、防犯連絡員で構

成する） 

    （11）下川町児童交流委員会 

    （12）わくわくサポート隊 

 

第５章 活動費の助成 

（地区団体の助成費） 

第 30 条 本会からの事業活動費用の助成を必要とする各地区団体は、各年度末迄に当

該年度の事業報告書及び決算書・領収証を提出する。 

    また同時に次年度の事業計画、予算書を提出し、役員会の審査・調整を経て定

期総会の承認を受ける。 

  ２ 各地区団体は、定期総会での承認後に地区団体助成費として事業活動費用を受

領し、運営する。 

  ３ その他は、細則に従うこととする。 

 

第６章 会計 

（会計年度） 

第 31 条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする。 

（収 入） 

第 32 条 本会は次の収入により運営する。 

    ①会費（分担金）、②県市交付金（補助金・助成金など）、③寄付金、 

     ④その他の収入。 

（会 費） 

第 33 条 会費（会員である各町内会、自治会の分担金）は総会で定めた額とする。 

     なお、本会と地区社協による配分額は役員会で定める。 

（支 出） 

第 34 条 本会の支出は、総会で決議された予算に基づき本会の目的に沿って行う。 

  ２ 細則に定めがあるものは、細則で定める額とする。 

  ３ 納付された会費(分担金)は原則として払い戻さない。 

 

第７章 加入及び脱退 

(加 入) 

第 35 条 区域内の町内会、自治会から連合町内会へ書面による加入の意思表示があっ

たとき。 

  ２ 本会は、加入の権利を有するものに対して、本会の趣旨を説明し、加入の案内

を行うものとする。 

(脱 退) 

第 36 条 加入する町内会、自治会から書面による脱退の意思表示があったとき。 

 

第８章 付則 

(細則の制定) 

  １ 役員会は、この規約を実施するに当たって必要がある場合には細則を定めるこ

とが出来る。 

(施行日) 

  ２ この規約は、２０２６年(令和８年)５月２３日から施行する。 
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審議第７号説明資料 

川上地区連合町内会規約（変更しようとする事項） 
 

（現行） （改定案） 

川上地区連合町内会は、加入する町内会、自治会

の意見、立場を尊重し合い、力を合わせ民主的な連

合町内会の運営を行うために本規約を定める。 

 

第１章 総則 

（名称と所在地） 

第１条 本会は川上地区連合町内会（以下本会とい

う。）と称し、事務所を連合町内会会長宅に

置く。 

（区域及び構成） 

第２条 本会は秋葉町、前田町を区域とし、本会 

に加入する町内会、自治会をもって構成す

る。 

（目 的） 

第３条 本会は加入する町内会、自治会相互の情報

交換や交流を図るとともに、会員相互（第

２章で定義）の親睦や地域発展及び地域課

題解決等に取り組み、住み良い町づくりを

目指すことを目的とする。 

２ その目的を達成するため、地区社会福祉協

議会（以下地区社協という。）と連携し相互

に協力していく。 

  ３ また、本会の区域内で活動する地区団体 

とも連携し相互に協力していく。 

（事 業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するため、以下 

の事業を行う。なお本会の事業年度は毎年

４月１日から翌年３月３１日までの１年

間とする。 

（１） 会員である町内会、自治会間の連絡調整 

や合意形成をはかるための会議や研修会

を行う。 

（２） 安心・安全で住み良い町づくりを目指し、 

地域内の防犯、防災や福祉、美化活動等を

共催する。 

（３） 地域の住民相互の交流と親睦を図るた

め、スポーツ、レクリエーション、教育、

文化、芸術等の活動を共催する。 

（４） 本会、戸塚区、北海道下川町の３者によ 

る友好交流協定（平成２３年８月締結）に

基づく北海道下川町との友好交流活動を

行う。 

 

 

 

 

 

（名称と所在地） 

第１条 本会は川上地区連合町内会（以下本会と 

いう。）と称し、事務所を本会会長宅に置

く。 
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（５） 区域内に於ける自主的広報活動を行うと 

ともに、行政機関等からの広報伝達に協

力する。 

（６） 行政機関、その他関係機関等に対する会 

員からの陳情、要望、苦情等について当該

町内会組織、当該自治会組織と連携して

対応する。 

（７） その他本会の目的達成に必要と判断され 

た事について対応する。 

 

第２章 会員 

第５条 本会会員の資格、権利、義務は次の通り 

とする。 

(会員の資格) 

  ２ 本会に加入している町内会の会員、自治 

会の会員を本会会員とする。 

(会員の権利) 

  ３ 本会に加入している町内会の会員、自治 

会の会員は、すべて平等に権利を有する。 

 

(会員の義務) 

  ４ 本会に加入している町内会の会員、自治 

会の会員は、本会の活動に協力するとと 

もに所定の会費を納入する義務がある。 

 

第３章 役員 

(役 員) 

第６条 本会は次の役員を置く。 

    (１)会  長   １名 

    (２)副 会 長   ４～５名 

    (３)総  務   ２～３名 

    (４)会  計   ２名 

    (５)会計監査   ２名 

    但し、会長、副会長は区域内の町内会、 

自治会の長または役員経験者を持ってこ

れに当たる。 

(役員の選任) 

第７条 役員は会員である町内会、自治会の役員 

・役員経験者等から選任する。 

    選任された候補者については総会で決 

定する。 

    なお、選出方法は以下の通りとする。 

(１) 会長は民主的かつ円滑に選出を行うため、 

選考委員会を設ける。 

    なお、選考委員会は別途細則に定める。 

(２) 副会長は会員である町内会、自治会の会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会員の権利) 

  ３ 本会に加入している町内会の会員、自治 

会の会員は、すべて平等に本会主催の各種

活動へ参加する権利を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

長をもって当てる。 

(３) 総務、会計は会長及び副会長が協議して候

補者を定める。 

(４) 会計監査は、前田ハイツ自治会、グリーン

コーポ東戸塚自治会、グランドメゾン東戸

塚自治会の退任した前会長(前本会役員)

を当てる。 

(役員の任務) 

第８条 役員の任務は以下とする。 

 (１) 会長は本会を代表し会務を統括する。 

 (２) 筆頭副会長は会長を補佐し、会長に事故 

がある時又は欠けた時はその業務を代行

する。但し、筆頭副会長は会長が選任する

ことが出来る。 

 (３) 総務は本会の維持運営に関する事務業務

全般(書記業務も兼務)を担う。 

 (４) 会計は本会の会計事務を担当し、必要に応

じて会計報告を行う。 

 (５) 会計監査は会計事務及び業務執行を監査

し、総会で報告する。 

    また会計事務及び業務執行について不正

の事実を発見した時は役員会に報告し、必

要がある時は臨時総会の開催を請求する。 

(役員の任期) 

第９条 役員の任期は２年とし再選を妨げない。 

但し、補欠により選任された役員の任期は

前任者の残任期間とする。 

    なお、会長の任期は最長３期６年とする。 

(顧問・相談役) 

第 10 条 本会の維持継続のため特に必要がある場

合には、顧問、相談役を置くことが出来

る。 

 

第４章 会議 

(会 議) 

第 11 条 会議は総会、役員会及び広報部会とする。 

   ２ 上記の会議は本会と地区社協の合同で行

う。 

(総 会) 

第 12 条 総会は本会における最高意思決定機関と

する。 

(総会の構成員) 

第 13 条 総会の構成員は本会役員、地区社協役員、

各地区団体代表者とする。 

(総会の種別) 

第 14 条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(役員の任務) 

第８条 

 

(２) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある

時、または欠けた時は会長が事前に指名し

た順序によってその業務を代行する。 

 

 

 

 

 

(５) 会計監査は会計事務を監査し、総会で報告

する。 

また会計事務について不正の事実を発見

した時は役員会に報告し、必要がある時は

臨時総会の開催を請求する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(総会の構成員) 

第 13 条 総会の構成員は本会役員、地区社協役員、

各地区団体（第 28 条で定義）の代表者と

する。 

 ２ 定期総会においては、新・旧構成員の出席
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  ２ 定期総会は毎年１回会計年度終了後 

２か月以内に開催する。 

  ３ 臨時総会は、会長が必要と判断した場合、

または役員の２分の１以上から会議の目

的たる事項を示して請求があった時及び

第８条５号の規定により会計監査から請

求があった時に開催する。 

(総会の招集) 

第 15 条 総会は、会長が招集する。 

  ２ 総会を招集する時は、構成員に対し、会議

の目的、内容、日時及び場所を示して、会

議の１ヶ月前までに通知しなければなら

ない。 

(総会の成立要件) 

第 16条 総会は構成員の３分の2以上の出席(委任

伏を含む)で成立する。 

(総会の議決) 

第 17 条 総会の議事は、出席者(委任状を含む)の

３分の 2 以上をもって決することとす

る。 

(総会の書面評決) 

第 18 条 やむを得ない理由のために総会に出席出

来ない構成員は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決し、また

は他の構成員を代理人として表決を委

任することができる。 

   ２ 前項の場合における第 16 条及び第 17 条

の規定の適用については、その構成員は

出席したものとみなす。 

(総会の審議事項) 

第 19 条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

    (１)  事業報告及び決算に関する事項 

    (２) 事業計画及び予算に関する事項 

    (３)  役員の選任及び解任に関する事項 

    (４)  規約の改廃に関する事項 

    (５)  本会の重要事項に関する事項 

    (６)  その他 

(総会の議事録) 

第 20 条 総会の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。 

   (１)  日時及び場所 

   (２) 構成員の現在数及び出席者数(委任状 

を提出した構成員を含む) 

   (３)  開催目的、審議事項及び議決事項 

   (４)  議事の経過の概要及びその結果 

  ２ 議事録には、議長及びその総会において 

とする。 

 

 

 

 

 

 

(総会の招集) 

第 15 条 総会は、会長が招集する。 

  ２ 総会を招集する時は、構成員に対し、会議

の目的、内容、日時及び場所を示して、会

議の１５日前までに通知しなければなら

ない。 

（総会の議長及び書記）【新設】以下条数繰り上げ 

第 16 条 総会の議長は、総会の冒頭で選出し、 

議長が書記を指名する。 

(総会の議決) 

第18条 総会の議事は、出席構成員(委任状を含む)

の３分の 2 以上をもって決することとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(総会の議事録) 

第 21 条（略） 
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選任された議事録署名人２名以上の署名

押印をしなければならない。 

  ３ 議事録の保管方法は紙とデジタルデータ

として、保管期間は紙を６年、デジタルデ

ータ(ＰＤＦ)を 10 年以上とする。 

(役員会) 

第 21 条 役員会は、本会役員および地区社協役員

をもって構成する。 

    本会役員とは、会長・副会長・総務・会計・

会計監査とする。 

    地区社協役員とは、会長・副会長・事務局

長・会計・会計監査とする。 

  ２ 会計監査は、中立性を保ち会計事務及び業

務執行を監査するため、役員会において質

問や意見を述べることは出来るが、議決権

は持たない。 

(役員会の招集) 

第 22 条 役員会は、会長が原則毎月１回招集する。 

    但し、役員の２分の１以上の要求または会

長が必要と判断した場合は、臨時役員会を

開くことが出来る。 

（役員会の審議事項） 

第 23 条 役員会は、会長が議長となり、次の事項

を審議し、議決する。 

   （１）総会に付議すべき議案事項 

   （２）総会において議決された事項の執行に

関する事項 

   （３）本会の業務に関する重要な事項 

   （４）役員の事務分担に関する事項 

   （５）その他会長が必要と認めた事項 

（役員会の成立要件） 

第 24 条 役員会は、役員（会計監査は除く）の３分

の２以上の出席で成立する。 

（役員会の議決） 

第 25 条 役員会の議事は 出席した役員（会計監査

は除く）の３分の２以上をもって決する

こととする。 

（役員会の議事録） 

第 26 条 役員会の議事については、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならな

い。 

   （１）日時及び場所 

 （２）構成員の現在数及び出席者数（委任状 

を含む） 

   （３）開催目的、審議事項及び議決事項 

   （４）議事の経過の概要及びその結果 

 

 

 

  ３ 議事録の保管方法は紙とデジタルデータ

として、総務が管理する。保管期間は紙を

６年、デジタルデータ(ＰＤＦ)を 10 年以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

２ 会計監査は、中立性を保ち会計事務を監査

するため、役員会において質問や意見を述

べることは出来るが、議決権は持たない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員会の議事録） 

第 27 条（略） 
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   ２ 議事録には、本会会長、副会長及び地区 

社協会長の署名をしなければならない。 

   ３ 議事録の保管方法は紙とデジタルデー

タとして、保管期間は紙を６年、デジタ

ルデータ（ＰＤＦ）を１０年以上とする。 

（広報部会） 

第 27 条 本会は、各町内会・自治会との連絡・調整

などをはかるため、広報部会と称する連

絡会を原則２か月に１回会長が招集し開

催する。 

    なお広報部会は連絡・報告並びに意見聴

取や情報交換の場で議決は行わない。 

（広報部会の構成） 

第 28 条 広報部会は、以下の地区団体員により 

構成する。 

    なお、（１）～（13）の部会名は広報部会で

の呼称とする。 

（１） 川上地区民生委員部会（川上地区民生 

委員で構成する） 

（２） 川上地区主任児童委員部会（川上地区主

任児童委員で構成する） 

   （３）川上地区交通安全部会（川上地区交通安

全協会員で構成する） 

  （４）川上地区青少年指導員部会（川上地区 

青少年指導員で構成する） 

  （５）川上地区スポーツ推進委員部会（川上 

地区スポーツ推進委員で構成する） 

  （６）川上地区子供会（各町内会、自治会の 

子供会で構成する） 

  （７）川上地区保健活動推進員部会（川上地区

保健活動推進委員で構成する） 

  （８）川上地区環境事業推進貢員部会（川上地

区環境事業推進委員で構成し、川上地区

エコ活動委員会を含む） 

  （９）川上地区防災部会（各町内会、自治会の

防災担当と家庭防災員で構成する） 

  （10）川上地区消費生活推進員部会（川上地区

消費生活推進員で構成する） 

  （11）川上地区防犯部会（各町内会、自治会の

防犯指導員、防犯連絡員で構成する） 

  （12）下川町児童交流委員会 

  （13）わくわくサポート隊 

 

第５章 活動費の助成 

（地区団体の助成費） 

第 29 条 本会からの事業活動費用の助成を必要 

 

 

 

   ３ 議事録の保管方法は紙とデジタルデー

タとして、総務が管理する。保管期間は

紙を６年、デジタルデータ（ＰＤＦ）を

１０年以上とする。 

（広報部会） 

第 28 条 本会は、各町内会・自治会との連絡・ 

調整などをはかるため、広報部会と称する

連絡会を原則２か月に１回会長が招集し

開催する。 

広報部会は本会役員、地区社協代表者及び

各地区団体代表者が出席することとする。

ただし、その他の団体員の出席を妨げない

ものとする。 

なお広報部会は連絡・報告並びに意見聴取

や情報交換の場で議決は行わない。 

  ２ 広報部会の議長は本会会長があたる。 

 

（広報部会の構成） 

第 29 条 広報部会は、以下の地区団体員により 

構成する。 

     なお、（１）～ （12）の部会名は広報部会

での呼称とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）川上地区消費生活推進員部会（削除） 
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とする各地区団体は、各年度末迄に当該

年度の事業報告書及び決算書・領収書を

提出する。 

    また同時に次年度の事業計画、予算書を提

出し、役員会の審査・調整を経て定期総会

の承認を受ける。 

  ２ 各地区団体は、定期総会での承認後に地区

団体助成費として事業活動費用を受領し、

運営する。 

  ３ その他は、細則に従うこととする。 

 

第６章 会計 

（会計年度） 

第 30 条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌

年３月３１日までの１年間とする。 

（収 入） 

第 31 条 本会は次の収入により運営する。 

①会費（分担金）、②県市交付金（補助金・

助成金など）、③寄付金、④その他の収入。 

（会 費） 

第 32 条 会費（会員である各町内会、自治会の 

分担金）は総会で定めた額とする。 

（支 出） 

第 33 条 本会の支出は、総会で決議された予算に

基づき本会の目的に沿って行う。 

    ２ 細則に定めがあるものは、細則で定める

額とする。 

    ３ 納付された会費(分担金)は原則として払

い戻さない。 

 

第７章 加入および脱退 

(加 入) 

第 34 条 区域内の町内会、自治会から連合町内会

へ書面による加入の意思表示があった

とき。 

    ２ 本会は、加入の権利を有するものに対し

て、本会の趣旨を説明し、加入の案内を

行うものとする。 

(脱 退) 

第 35 条 加入する町内会、自治会から書面による

脱退の意思表示があったとき。 

 

第８章 付則 

(細則の制定) 

  １ 役員会は、この規約を実施するに当たって

必要がある場合には細則を定めることが
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出来る。 

(施行日) 

  ２ この規約は、２０２５年(令和７年)４月 

１９日から施行する。 

 

 

 

(施行日) 

２ この規約は、２０２６年(令和８年)５月 

２３日から施行する。 

 


